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にんにくの生産・価格・輸出動向
（１）生産動向
ア 主産地の概要

中国のにんにくの主産地は、山東省、河
南省、江蘇省などであり、中でも山東省は、
全国のにんにく作付面積の過半を占める最
大の生産地である（図１）。作型は秋植え

のみであり、９月ごろに植え付け、翌６月
ごろに収穫する。また、通常、マルチ栽培
であり、品種は「金

きん

蒜
ひる

３号」や「金蒜４号」
など現地の品種が一般的である（図２）。

なお、本稿中の為替レートは１元＝16
円（2016年７月末日ＴＴＳ相場：15.98
円）を使用した。

主要国の野菜の生産動向等
調査情報部

１　中国

日本が輸入するにんにくの９割超を中国産が占めていることから、今号では、にんにく
の生産動向等を紹介する。
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図１　にんにくの産地分布図

資料：聞き取りにより機構作成

海外情報
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表１　山東省のにんにくの作付面積、収穫量および単収の推移

年
作付面積（万 ha） 収穫量（万トン） 単収（トン／ 10a）

前年比
（増減率）

前年比
（増減率）

前年比
（増減率）

2013 年 16.5 ─ 250 ─ 1.52 ─
2014 年 16.1 ▲ 2.4％ 241 ▲ 3.6％ 1.50 ▲ 1.3％
2015 年 15.3 ▲ 5.0％ 200 ▲ 17.0％ 1.31 ▲ 12.7％

資料：山東省農業庁種植業管理処、中国野菜流通協会

山東省におけるにんにくの作付面積は
15万3000ヘクタール（2015年）である

（表１）。中でも、南部の済
さい

寧
ねい

市金
き ん

郷
きょう

県と
臨
りん

沂
ぎ

市蘭
らん

陵
りょう

県（旧蒼
そう

山
ざん

県）が主産地となっ
ており（図３）、金郷県は４万5000ヘク
タール、蘭陵県は２万4000ヘクタールを
それぞれ占めている。

ここ数年、山東省のにんにくの作付面積
および収穫量は、減少傾向にある。生産コ
ストの上昇などに伴い収益性が悪化してい
ることや、2015年の秋と2016年の春に、
平年に比べ気温が低かったことが、影響し
ている（表１、写真１）。
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図２　山東省金郷県のにんにくの栽培ステージ

資料：聞き取りにより機構作成

図３　山東省のにんにく産地図
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イ 栽培コスト
2015年の10アール当たりの栽培コス

トについて、臨沂市蘭陵県の動向を見ると、
5685元（９万960円、前年比14.8％）と、
土地代、種苗費、農機具費、人件費を中心
に前年よりも上昇している。特に、人件費
は、繁忙期の労働力不足や、より質の高い
労働力を求める傾向などから、上昇傾向と
なっている。また、農機具費は、収穫機の
普及に伴い上昇している（表２）。

ウ 加工コスト
2015年の生鮮にんにく１トン当たりの

１次加工（産地からの集荷、選別、出荷調
製までの一連の工程）コストについて、済
寧市金郷県の動向を見ると、賃金の上昇に

よる人件費の上昇と、それに伴う管理費の
上昇により、2013年を上回っている。な
お、他の項目については、近年、大きな変
化は見られない（表３）。

写真１　収穫されたにんにく
　　　（東方聖城網提供）

表２　にんにくの10アール当たり栽培コスト（山東省蘭陵県）

項目
2014 年（元／10a） 2015 年（元／10a）

円換算 円換算 前年比
（増減率）

土地代 1,400 22,400 1,500 24,000 7.1%
種苗費 900 14,400 1,125 18,000 25.0%
肥料農薬費 810 12,960 980 15,680  20.9％ 
資材費 110 1,760 150 2,400 36.4％
農機具費 160 2,560 180 2,880 12.5%
人件費 1,540 24,640 1,710 27,360 11.0%
その他 30 480 40 640 33.3%

合　計 4,950 79,200 5,685 90,960 14.8%
資料：山東省蘭陵県物価局

表３　生鮮にんにくの１トン当たり１次加工コスト（山東省蘭陵県）

項目
2013 年（元／トン） 2015 年（元／トン） 2015 年／

2013 年比
（増減率）円換算 円換算

人件費 1,043 16,688 1,252 20,032 20.0%
包装資材費 500 8,000 500 8,000 0.0%
光熱水道費 100 1,600 100 1,600 0.0%
管理費 130 2,080 157 2,512 20.8%
輸送費 30 480 30 480 0.0%
減価償却費 300 4,800 300 4,800 0.0%

合計 2,104 33,664 2,339 37,424 11.2%
資料：中国野菜流通協会、金郷県宏泰冷蔵加工有限責任公司
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（２）価格動向
山東省のにんにくの卸売価格を見ると、

収穫期前の１〜３月は高く、収穫期が始ま
る5月前後に下落し、その後、供給量の減
少 に 連 れ て、 上 昇 し て い る（ 図 ４）。
2015年から2016年にかけては、平年に
比べ低温となった影響により収穫量が減少

したため、価格が上昇し、さらには、価格
の上昇により、今後のさらなる相場上昇を
期待した農家が出荷を見合わせたことか
ら、2015年８月ごろから、高騰した。そ
の後、2016年の収穫期を迎え、ピーク時
に比べ下落している。

（４）国内向け出荷・輸出動向
中国で収穫されたにんにくは、市場出荷、

加工輸出企業による買い付け、商社による

買い付けがそれぞれ３分の１程度となって
流通している。また、国内仕向けと輸出の
割合は、ほぼ半々となっている（図５）。

図４　にんにくの卸売価格の推移（山東省）

図５　にんにくの仕向け先別出荷量（国内仕向けおよび輸出）
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資料：中国野菜流通協会
　注：2016年は見込値。
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ア 国内向け
国内仕向けは、半分弱が近隣の大都市で

ある北京や天津向けとなり、約３割が山東
省向け、残りが他の地域向けとなっている。
近年は、収穫量の減少と、それに伴う価格
上昇による需要減退の影響から、国内仕向
けは減少傾向となっている。

イ 輸出向け
近年のにんにくの輸出量は、国際的な需

要の高まりを受け、堅調に推移している。
輸出仕向けは、さまざまな形態で行われる

が、生鮮（冷蔵）の割合が約９割であり、
その他、冷凍、乾燥、酢漬けなどがある（表
４）。形態別・国別に見ると、生鮮（冷蔵）
は、東南アジア諸国向けが主体であり、日
本は第６番目の輸出先である。このため、
日本にとって、中国は最大の輸入先国であ
るものの、中国の輸出量全体から見れば、
日本は、特別大きな市場ではないことがわ
かる。一方、冷凍は、ほぼ全量が日本向け
となっており、乾燥は米国向け、塩水漬け
は日本向け、酢漬けは韓国向けが中心であ
る。

表４　にんにくの輸出動向（2015年）
生鮮（冷蔵） 冷凍 乾燥 塩水漬け 酢漬け

国名 数量（トン） 国名 数量（トン） 国名 数量（トン） 国名 数量（トン） 国名 数量（トン）

インドネシア 476,935 日本 483 米国 67,252 日本 3,228 韓国 4,087

ベトナム 161,542 マレーシア 28 ブラジル 12,691 スペイン 469 豪州 1,327

マレーシア 109,136 ─ ─ カナダ 9,304 イタリア 276 スペイン 1,176

ブラジル 106,043 ─ ─ ドイツ 9,218 ギリシャ 243 米国 1,025

パキスタン 68,483 ─ ─ 日本 9,029 ドイツ 178 日本 345

日本 12,301 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

その他 740,916 その他 0 その他 78,032 その他 967 その他 3,700

合計 1,675,356 合計 511 合計 185,526 合計 5,361 合計 11,660

資料：中国海関総局

写真２　出荷前のにんにく
（金郷県宏泰冷蔵加工有限責任公司提供）
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（１）ブロッコリー、レタス、セルリーおよ
びたまねぎの生産動向

ア ブロッコリー
（ア）作況および作付面積

ブロッコリーの収穫は産地が北上し、６
月下旬にはスタニスラウス郡で行われてい
た（図１）。また、出荷量は、７月中旬時
点では、生育条件が良好であることから安
定しつつある。大手野菜生産出荷業者によ
れば、サンホアキンバレーでは水不足対策
の一環として、今期はレタスの栽培面積を
縮小し、代わりにブロッコリーやニンジン
などの栽培面積を拡大する傾向がみられて

いるという。
野菜の主産地であるモントレー郡が6月

末に公表した「2015 Crop Report」に
よると、2015年の同郡のブロッコリーの
作付面積は２万4968ヘクタールと、前年
に比べ2.9％減少した。また、生産量は生
鮮向けが32万7000トン（前年比6.6％減）
となった一方、加工・業務用は11万7000
トン（同2.6％増）となった。

なお、本稿中の為替レートは、１米ドル＝
105円（2016年７月末日ＴＴＳ相場：
105.42円）を使用した。

２　米国
米国からは、日本への輸出が多いブロッコリー、レタス、セルリー（セロリ）（以下
「セルリー」という）およびたまねぎについて、それらの主産地であるカリフォルニア
州とワシントン州を中心とした生産動向を紹介する。また、トピックスとして、７月29
日に成立した遺伝子組み換え食品に関する情報公開法について概説する。

フレズノ郡

モントレー郡

スタニスラウス郡

ベンチュラ郡

サンタバーバラ郡

サンルイスオビスポ郡

図１　カリフォルニア州の地図

資料：機構作成
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（イ）生産者価格
2016年５月のブロッコリーの生産者価

格は、品質および収量にバラツキが発生し、
出荷量が不安定であったため４月に比べ上
昇し、前年同月比11.7％安の１キログラ
ム当たり1.06米ドル（111円）となった

（表１）。６月中旬から７月初旬にかけては
出荷量の安定などに伴い、価格はやや落ち
着きを見せ、サリナスバレーでの７月最終

週時点の価格は１カートン（14個）当た
り約7.5米ドル（１キログラム当たり0.72
米ドル：約76円）で出荷されていた。

なお、前述のモントレー郡のレポートに
よれば、昨年、同郡のブロッコリーの総 
生産額は前年比2.7％増の４億2300万
6000米ドル（444億1563万円）であり、
2014年同様、リーフレタス、いちご、結
球レタスに次ぐ４位であった。

（ウ）対日輸出動向
2016年５月のブロッコリーの対日輸出

量は、前年同月比10.1％減の2117トン
であった。輸出単価は前年同月並みの１キ
ログラム当たり1.17米ドル（123円）と、
今年に入ってから安定して推移している

（表２）。

2015年、モントレー郡のブロッコリー
の輸出量は３万7759トンとなり、同郡の
青果輸出量の12.2％を占めたものの前年
に比べ10.1％減少した。この要因として、
米国西海岸の湾岸労働者のストライキや、
生鮮ブロッコリーの収穫面積や単収、およ
び収穫量の減少などが挙げられる。

（エ）東京都中央卸売市場の入荷量および価格
2016年５月の東京都中央卸売市場の米

国産ブロッコリーの入荷量は、前年同月比
17.8％減の143トンであった。平均価格
は1キログラム当たり323円（前年同月比

9.3％安）と、前月に比べやや下落した（表
３）。５月に同市場で最も入荷量が多かっ
たブロッコリーは香川産（676トン）で
あり、価格は米国産を大幅に上回る１キロ
グラム当たり519円であった。

表１　全米の生鮮ブロッコリーの生産者価格
（単位：米ドル/kg）

2015年 2016年
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

生産者価格 1.20 0.77 0.84 1.10 1.26 1.28 1.44 1.87 1.12 0.59 0.68 0.87 1.06

資料：米国農務省全国農業統計局（USDA/NASS）

表２　米国産ブロッコリーの対日輸出量および輸出額
（単位：トン、千米ドル、米ドル/kg）

2015年 2016年
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

輸出量 2,354 2,270 2,313 1,961 1,960 1,093 602 152 648 1,561 2,562 3,024 2,117
輸出額 2,732 2,832 2,932 2,580 2,675 1,462 769 222 738 1,916 2,980 3,630 2,478
単　価 1.16 1.25 1.27 1.32 1.36 1.34 1.28 1.46 1.14 1.23 1.16 1.20 1.17

資料：米国農務省海外農務局（USDA/FAS GATS Database）
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イ　レタス
（ア）作況および作付面積

７月初旬、モントレー郡では結球レタス
の収穫が行われていた。６月中旬から下旬
にかけて、産地は猛暑に見舞われ、レタス
の単収は低く、品質も不良と報告されてい
た。７月から天候は一転し、平年より涼し
い日が続いたため、単収はさらに減少した。
しかし、７月中旬からは好天により、レタ
スの単収および品質は回復しつつあると報
告されている。

前述のモントレー郡のレポートによれ
ば、2015年の同郡におけるレタス類の作
付面積は、結球レタスが１万7321ヘク
タール（前年比3.2％減）で、リーフレタ
ス（ロメインレタス等を含む）が、２万
6231ヘクタール（同0.2％減）であった。
また、生産量は、結球レタスが4289万
8000カートン（同3.0％減）、リーフレタ
ス（ロメインレタス等を含む）は6928万
8000カートン（同1.9％増）であった。

（イ）生産者価格
2016年５月の結球レタスの生産者価格

は、廃棄処分や病害が多かったことから前
月に比べ上昇し、前年同月比30.9％高の
１キログラム当たり0.72米ドル（76円）
となった（表４）。

例年通りであれば、７月には米国の各地
域でレタスが収穫されるため、カリフォル
ニア産レタスの需要が減少し、出荷量も減
少する。しかし、今年はカリフォルニア産
レタスの需要は比較的高い水準で推移して
おり、激しい気候変動により単収も7月初
旬まで減少傾向にあったため、結球レタス
の価格は高騰した。７月２週目の時点では
結球レタスは１カートン当たり約17米ド
ル（１キログラム当たり約79円）、ロメイ
ンレタスは約11米ドル（１キログラム当
たり約51円）、グリーンリーフレタスは約
7米ドル（１キログラム当たり約32円）で
取引されていた。なお、ロメインレタスお
よびグリーンリーフレタスの価格が下落し
た要因としては、カナダ産および米国北東
部産の出荷が始まったことが挙げられる。

前述のモントレー郡のレポートによれ
ば、2015年の同郡のリーフレタス（ロメ
インレタス等を含む）総生産額は、前年に
引き続き青果物生産額の中で最も多く、前
年比12.1％増の８億6944万7000米ドル

（912億9193万5000円）であった。この
要因としては、リーフレタスの単収および
単価上昇が挙げられる。一方、結球レタス
の生産額は2.2％減少し、６億3710万
4000米ドル（668億9592万円）で、３
位であった。

表３　東京都中央卸売市場の米国産ブロッコリーの入荷量および平均卸売価格
（単位：トン、円/kg）

2015年 2016年
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

入 荷 量 174 174 172 159 142 126 55 18 4 33 178 162 143
卸売価格 356 354 342 351 435 416 306 173 331 335 314 353 323

資料：東京都中央卸売市場
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表５　米国産レタスの対日輸出量および輸出額（結球レタス）
（単位：トン、千米ドル、米ドル/kg）

2015年 2016年
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

輸出量 241 208 411 308 251 299 182 49 128 176 144 120 197
輸出額 324 281 473 384 292 306 207 51 144 208 203 171 223
単　価 1.34 1.35 1.15 1.25 1.16 1.02 1.14 1.04 1.13 1.18 1.41 1.43 1.13

資料：米国農務省海外農務局（USDA/FAS GATS Database）

（ウ）対日輸出動向
2016年５月の結球レタスの対日輸出量

は前年同月比18.3％減の197トンであり、
輸出単価は１キログラム当たり1.13米ド
ル（119円）であった（表５）。一方、そ
の他のレタスは、対日輸出量は前年同月比
575％増の27トンであり、輸出単価は

1.07米ドル（112円）と、今年に入って
からの最安値を更新した（表６）。

なお、前述のモントレー郡のレポートに
よると、2015年の同郡のレタス輸出量は
16万9400トンとなり、前年と比べ9.9％
減少したものの、同郡の青果物輸出量の
54.6％を占めた。

（エ）東京都中央卸売市場の入荷量および価格
2016年５月の東京都中央卸売市場の結

球レタス以外の米国産レタス（ロメインレ
タス、フリルレタスなど）の入荷量は、前
年同月比78.2％減の0.24トンで、卸売価

格は同57.0％高の１キログラム当たり
518円であった（表７）。一方、米国産結
球レタスは、４月に引き続き５月も入荷さ
れなかった。

表４　全米の結球レタスの生産者価格
（単位：米ドル/kg）

2015年 2016年
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

生産者価格 0.55 0.67 0.41 0.79 1.08 0.76 1.32 1.14 0.93 0.46 0.34 0.46 0.72

資料：米国農務省全国農業統計局（USDA/NASS）

表６　米国産レタスの対日輸出量および輸出額（結球レタス以外）
（単位：トン、千米ドル、米ドル/kg）

2015年 2016年
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

輸出量 4 4 7 14 46 55 4 22 68 64 24 6 27
輸出額 10 7 13 22 109 71 6 42 81 135 87 11 29
単　価 2.27 1.84 1.78 1.55 2.37 1.29 1.58 1.95 1.19 2.11 3.63 1.83 1.07

資料：米国農務省海外農務局（USDA/FAS GATS Database）

表７　東京都中央卸売市場の米国産レタスの入荷量および平均卸売価格（結球レタス以外）
（単位：トン、円/kg）

2015年 2016年
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

入 荷 量 1.10 1.17 0.18 0.03 0.43 0.60 0.41 0.44 0.36 6.03 0.48 0.46 0.24
卸売価格 330 338 410 410 427 410 445 413 518 535 518 518 518

資料：東京都中央卸売市場



66野菜情報 2016.9

ウ　セルリー
（ア）作況および作付面積

セルリーの収穫は、７月上旬にはサリナ
スバレーで行われていた。同産地の天候は
不安定であったものの、セルリーの品質は
さほど影響されず、良好と報告されている。
また、大手野菜生産出荷業者数社によれば、
収量も安定しているという。

前述のモントレー郡のレポートによれ
ば、2015年 の セ ル リ ー の 作 付 面 積 は
4896ヘクタール（前年比4.0％減）で、
生産量は、生鮮向けが36万3000トン（前
年比9.9％減）、加工・業務用は３万1600
トン（同9.7％減）であった。

（イ）生産者価格
2016年５月のセルリーの価格は、収穫

期のずれなどを受けて上昇し、前年同月比
1.7％安の１キログラム当たり0.58米ドル

（61円）となった（表８）。６月中旬から
７月初旬にかけて、セルリーの価格は比較
的強い需要を背景に上昇傾向にあった。独
立記念日の７月４日以降、価格はやや落ち
着き、サリナスバレーの７月最終週時点の
価格は１カートン（24茎）当たり約８米
ドル（１キログラム当たり0.20米ドル：
約31円）で取引されていた。ある大手野
菜生産出荷業者は、今年の夏、セルリーは
同約10〜12米ドル（1050円〜1260円）
の価格帯で推移すると予測している。

前述のモントレー郡のレポートによれ
ば、2015年の同郡のセルリーの総生産額
は前年比25.0％増の２億2578万9000米
ドル（237億784万5000円）であり、リー
フレタス、結球レタス、ブロッコリーなど
に次ぐ７位と、前年から順位を一つ上げた。
この要因としては、生鮮セルリーの単価が
約４割上昇したことが挙げられる。

（ウ）対日輸出動向
2016年５月のセルリーの対日輸出量

は、前年同月比40.7％減の607トンであっ
た。また、輸出単価は前月からやや上昇し、
前年同月比35.4％高の１キログラム当た
り0.88米ドル（92円）であった（表９）。

前述のモントレー郡のレポートによれば、
2015年の同郡のセルリーの輸出量は前年比
23.7％減の１万9393トンと、同郡の青果物
輸出量の6.2％を占めた。なお、同郡のセル
リー輸出量は、2013年に同8.6％減、2014
年に同23.8％減と、３年連続で減少している。

表８　全米における生鮮セルリーの生産者価格
（単位：米ドル/kg）

2015年 2016年
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

生産者価格 0.59 0.39 0.38 0.52 0.50 0.62 0.90 1.32 1.48 0.66 0.41 0.44 0.58

資料：米国農務省全国農業統計局（USDA/NASS）

表９　米国産セルリーの対日輸出量および輸出額
（単位：トン、千米ドル、米ドル/kg）

2015年 2016年
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

輸出量 1,024 828 412 501 654 423 444 230 332 451 788 672 607
輸出額 662 516 282 311 447 282 324 166 319 387 661 526 533
単　価 0.65 0.62 0.68 0.62 0.68 0.67 0.73 0.72 0.96 0.86 0.84 0.78 0.88

資料：米国農務省海外農務局（USDA/FAS GATS Database）
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（エ）東京都中央卸売市場の入荷量および価格
2016年５月の東京都中央卸売市場の米

国産セルリーの入荷量は、前年同月比
28.6％減の25トンとなった。一方、卸売
価格は、前年同月比24.0％高の１キログ
ラム当たり222円であった（表10）。なお、

同月に最も入荷量が多かったセルリーは長
野産（252トン）であり、価格は米国産
を79.7％上回る１キログラム当たり399
円であった。また、同月は、少量のオラン
ダ産およびニュージーランド産の入荷もみ
られた。

エ　たまねぎ
（ア）作況および作付面積

米国農務省が2016年２月に公表したレ
ポートによれば、2015年のワシントン州
のたまねぎの作付面積は、貯蔵用夏たまね
ぎが8094ヘクタール、非貯蔵夏たまねぎ
が809ヘクタールと、それぞれ前年と同
水準であった。貯蔵用夏たまねぎの収穫面
積は作付面積をやや下回ったが、単収は前
年に比べ６％増加した。一方、非貯蔵夏た
まねぎの収穫面積は作付面積と同じであっ
たものの、単収は前年に比べ５％減少した。

また、同州を含む米国北西部における
2016年のたまねぎ作付面積は前年並み、
またはやや拡大と予測されている 。

作況としては、同州では５月初旬の時点
で76％の作付が完了し、３割弱は既に土
から球の一部が出ていた。６月末にはほぼ
全て（99％）のほ場で玉の一部が土から

出ており、７月中旬の報告によれば今年は、
８割強は品質良好となっているが、強風や
害虫などによる被害も報告されている。同
州の主要なたまねぎの産地は、ワラワラ郡
である（図２）。

なお、同州におけるたまねぎの定植およ
び収穫時期は、図３の通りである。

ワラワラ郡 

コロンビア盆地 

図２　ワシントン州の主な生産地

表10　東京都中央卸売市場の米国産セルリーの入荷量および平均卸売価格
（単位：トン、円/kg）

2015年 2016年
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

入 荷 量 35 39 38 38 32 32 24 25 13 15 23 26 25
卸売価格 179 187 188 194 187 189 171 178 290 309 228 215 222

資料：東京都中央卸売市場

：定植 ：収穫

10月 11月 12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月生産地区

ワシントン/オレゴン
州コロンビア盆地
ワシントン州ワラワラ
地区

区分

貯蔵用夏たまねぎ

非貯蔵夏たまねぎ

図３　ワシントン州のたまねぎ栽培ステージ

資料：機構作成

資料：機構作成
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（イ）生産者価格
2016年５月のたまねぎの価格は、前年

同月比32.6％高の１キログラム当たり
0.57米ドル（59.9円）であった。６月中
旬、ワシントン州ワラワラ郡は今年初の出
荷を迎え、１カートン（約18キログラム）
当たりコロッサルが18米ドル（１キログ
ラム当たり１米ドル：約105円）、ジャン
ボが16米ドル（同0.89米ドル：93円）、
ミディアムが14米ドル（同0.78米ドル：
82円）であった（注）。収穫が本格化し出荷

量が増えるにつれ、価格は若干落ち着く可
能性があるが、７月２週目の時点ではコ
ロッサルが17米ドル（同99円）、ジャン
ボが16米ドル（同93円）、ミディアムが
14米ドル（同82円）と、初出荷時とほぼ
同じ水準で推移した。
（注）たまねぎの大きさの規格。全米たまねぎ協会

によると、コロッサル（9.5センチメートル
以上）、ジャンボ（7.6センチメートル以上）、
ミディアム（5.1〜8.3センチメートル）が最
も一般的な大きさとされている。

（ウ）対日輸出動向
2016年５月のたまねぎの対日輸出量

は、前年同月比35.7％増の38トンであっ
た。また、輸出単価は同27.5％安の1キロ
グラム当たり1.24米ドル（130円）となっ

た。また、同月の乾燥たまねぎは、対日輸
出量が373トン（前年同月比78.5％増）、
輸出単価は前年同月比7.1％安の2.48米ド
ル（260円）であった。

表11　ワシントン州におけるたまねぎの作付面積および収穫面積
（単位：ha）

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
作付面積 収穫面積 作付面積 収穫面積 作付面積 収穫面積 作付面積 収穫面積 作付面積 収穫面積

貯蔵用夏たまねぎ 8,094 8,094 9,510 9,510 8,094 8,094 8,094 8,094 8,094 8,053
非貯蔵夏たまねぎ 809 809 1,255 1,255 809 809 809 809 809 809

資料：米国農務省全国農業統計局（USDA/NASS）

表12　全米におけるたまねぎの生産者価格
（単位：米ドル/kg）

2015年 2016年
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

生産者価格 0.43 0.67 0.70 0.34 0.26 0.28 0.26 0.27 0.32 0.34 0.33 0.47 0.57 

資料：米国農務省全国農業統計局（USDA/NASS）

表13　米国産生鮮たまねぎの対日輸出量および輸出額
（単位：トン、千米ドル、米ドル/kg）

2015年 2016年
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

輸出量 28 15 63 371 398 711 573 488 492 161 15 27 38
輸出額 48 28 72 267 178 350 313 228 245 106 28 43 47
単　価 1.71 1.87 1.14 0.72 0.45 0.49 0.55 0.47 0.50 0.66 1.87 1.59 1.24 

資料：米国農務省海外農業局（USDA/FAS GATS Database）
　注：エシャロットを含む。
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（エ）東京都中央卸売市場の入荷量および価格
2016年５月の東京都中央卸売市場の 

米国産たまねぎの入荷量は、前年同月比
98.1％減の0.3トンと大幅に減少した。こ
れは、国産品に不足感が生じなかったこと
や、米国産の卸売価格が前年同月比9.7倍

の１キログラム当たり1074円と、高かっ
たことに起因しているとみられる。なお、
５月に同市場で最も入荷量が多かったたま
ねぎは佐賀産（5300トン）であり、平均
価格は米国産を92.9％下回る１キログラ
ム当たり76円であった。

（２）トピックス
　　  〜遺伝子組み換え食品に関する
　　　  情報公開が法制化される〜

遺伝子組み換え（ＧＭＯ）食品に関する
情報公開法は2016年６月に米連邦上院を
通過し、続いて７月14日に下院で可決さ
れた後、７月29日にオバマ大統領が署名
したことで正式に成立した。ＧＭＯの表示
に関する議論は、米国では約20年前から
行われ、近年では州が独自の州法を制定す
るなどの混乱が生じていた。今回の法制化
により、ＧＭＯに関する情報の公開義務が
全米で適用されることになり、こうした混
乱が防げるとの見方がある。他方、成立し
た法律の内容に関する批判もあり、今後の
動きが注目される。

ア　ＧＭＯの表示義務をめぐる州レベルの
動き

ＧＭＯ食品が米国市場に流通するように
なってから約20年が経過するが、これま
で多くの市民団体がＧＭＯの表示義務化を
主張してきた。しかし、業界団体の反対も
あり、連邦政府はＧＭＯの安全性は通常の
食品と同等であるとして、表示の義務を不
要としてきた。近年では、表示の義務化に
関する論争はカリフォルニア州を皮切り
に、州レベルに移り、多くの混乱を招いて
いる。同州では、ＧＭＯが人間および環境
にとって潜在的な危険をもたらし、多くの
国で表示の義務化が定められている現実を
鑑みて、同州でも消費者に情報を提供すべ
きであるとの消費者団体等の主張と、表示
の義務化が価格の値上げを招くとする食品
業界の主張が対立し、表示義務の是非が州

表14　米国産乾燥たまねぎの対日輸出量および輸出額
（単位：トン、千米ドル、米ドル/kg）

2015年 2016年
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

輸出量 209 200 209 222 147 286 288 466 86 246 351 136 373
輸出額 559 494 514 523 328 726 738 1,100 226 617 846 342 925
単　価 2.67 2.47 2.46 2.36 2.23 2.54 2.56 2.36 2.63 2.51 2.41 2.51 2.48 

資料：米国農務省海外農業局（USDA/FAS GATS Database）

表15　東京都中央卸売市場の米国産たまねぎの入荷量および平均卸売価格
（単位：トン、円/kg）

2015年 2016年
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

入 荷 量 16.1 2.3 0.2 0.9 5.1 0.2 0.3 0.2 5.2 0.3 0.3 0.3 0.3
卸売価格 111 192 1,028 406 142 1,359 1,335 1,301 98 1,102 1,103 1,062 1,074

資料：東京都中央卸売市場



70野菜情報 2016.9

民投票で決められることになった。双方の
激しいキャンペーンの結果、2012年11
月にカリフォルニアの州民投票でＧＭＯ表
示の義務化が否決された。

ＧＭＯ表示の義務化をめぐる論争はその
後ワシントン州、オレゴン州、メーン州、
コネチカット州などでも州民投票や議会投
票で争われ、後者の２州では義務化が可決
されたが、他州が義務化を定めた場合のみ
施行するという条件が付いた。2014年時
点では全米29州で表示義務化に関する法
案が議論されており、表示の義務化を定め
る州とそうでない州が現れ、混乱が生じる
とともに食品メーカーにとっても生産コス
ト高の恐れが指摘されていた。

イ　賛成および反対側の主張
消費者団体であるConsumers Unionや

オーガニック食品消費者協会、自然食品
スーパーのホールフーズなどが、消費者の
知る権利や潜在的な危険性といった観点か
らＧＭＯ表示の義務化を主張している。こ
れらの団体によれば、米国民10人中９人
がＧＭＯの表示義務を支持している。

他方、義務化に反対する主な団体や企 
業 は 食 料 品 製 造 業 者 協 会（Grocery 
Manufacturers Association, ＧＭＡ）、
モンサント社、クラフトフーズ、ゼネラル
ミルズ社、ケロッグ社などであり、各州で
大々的な反対キャンペーンを繰り広げてい
た。反対派によれば、ＧＭＯの危険性は科
学的に裏付けられておらず、表示の義務化
が食品価格の上昇を招きかねない。米国で
はトウモロコシ、大豆、菜種などの作物は
遺伝子組み換えであることがほとんどで、
ＧＭＡによれば、米国民が消費する食品の
７〜８割はＧＭＯであり、非常に高い割合

で普及している。ＧＭＯ作物はまた、通常
の作物に比べて水や農薬の使用量が少な
く、収量が高いため、消費者にとって安く
食品が手に入るといったメリットがある。
ＧＭＯの表示が義務化されれば、ＧＭＯ 
とそうでない食品の区別が必要となり、 
ＧＭＯだけでなく全ての食品の価格が上昇
すると、反対派が警告を鳴らしている。

ウ　連邦政府の動き
連邦政府が表示の義務化に関する法案に

取り組む直接的なきっかけとなったのは
バーモント州議会の法案可決であった。同
州では2014年４月に遺伝子工学（ＧＥ）
の原料を用いた食品の表示義務を可決し、
他州の義務化を条件とせず、2016年７月
１日からの施行を定めた。表示義務だけで
なく、ＧＭＯの「Natural」といった表示
の禁止も含まれており、食品メーカーに
とって厳しい内容となっている。

各州が独自に法律を作る動きが活発化し
たことを受け、連邦議会では全米で統一さ
れたＧＭＯ表示に関する法案が検討され、
2016年７月に上下院の可決を得た法案が
可決された。

同法案では食用ＧＭＯに関する情報の公
開が義務化された。また、同法を所管する
米国農務省（USDA）は、今後２年以内に

「 全 米 バ イ オ 工 学 食 品 情 報 公 開 基 準
（Nat iona l B ioeng ineered Food 
Disclosure Standard）」の策定を行うこ
とになった。ＧＭＯの表示方法は文面ラベ
ル、ＱＲコード、無料通話番号の３つが示
され、ＱＲコードなどの場合、遺伝子工学
技術が使われたことを商品に直接記載する
必要がない。

ＱＲコードを用いた表示方法の効果につ
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いてはUSDAが同法施行１年後に評価す
ることが定められている。同法の対象とな
るのは、小売向けの商品であり、レストラ
ンなどの外食産業や遺伝子組み換えの飼料
で育った家畜は情報公開義務がない。零細
企業もまた、公開義務を負わないことに
なっている。さらに、食肉や卵を主原料と
する食品については、例えそれらの飼料に
ＧＭＯのトウモロコシや大豆が使用されて
いたとしても、同法の適用対象外である。

この法案は州法によるＧＭＯ表示義務化
を禁止しているため、７月１日に施行され
たバーモント州の法律は、同法施行と同時
に無効になる。

エ　業界団体及び市民団体の反応
ＧＭＡなどの食品業界や関連企業は自主

的な表示をこれまで主張してきたが、多く
の大手企業はバーモント州の法制化に伴
い、一部の商品について遺伝子工学技術の
使用に関する表示を行ってきた。業界団体
はさらなる混乱を避けるため、全米を網羅
する法律の制定を求めた経緯がある。

今回の法案では、ＧＭＯの安全性に対す
る一定の理解が示されただけでなく、ＱＲ
コードといった公開方法が認められたた
め、ＧＭＯに対する消費者の誤解を招かな
いと、業界団体は見ている。

今回の法案通過についてＧＭＡは「消費
者が遺伝子工学に関する情報を得ることが
できるとともに、州ごとに異なる法律が乱
立することが避けられ、そして製造業者が
単一の表示形式で商品を作ることが可能に
なる」として、これを歓迎している。さら
に、ＱＲコードや無料通話番号の表示が許
可され、文面での直接表記が義務とされな

かった点についても、「安全な技術に汚名
を着せることなく、消費者の求める情報を
提供できる正しい選択である」として評価
している。

他方、ＧＭＯの表示義務を主張している
市民団体「Consumers Union」は法案を

「ごまかし」と呼び非難している。同団 
体によれば、法案が施行されると各州の
ＧＭＯ関連法が無効となるため、USDAが
公開基準を定めるまで空白期間が生じ、複
数の企業が既に行っていたＧＭＯの表示を
再びしなくなる可能性があると指摘してい
る。また、USDAの定める公開基準の水準
によっては、遺伝子組み換え原料を使った
商品であっても、情報公開の義務を負わな
い恐れがある。さらに、食肉を主原料とす
る商品は対象外となり、同商品の中に遺伝
子組み換え原料があっても情報公開の義務
がないことを問題視している。

ＱＲコードを用いた表示方法についても
同団体は懸念を示しており、情報へアクセ
スできない消費者がいること、ＱＲコード
は既に多くの食品パッケージで普及してい
るため、コードの表記だけではその商品が
ＧＭＯであるかどうかを判別することがで
きないと主張している。

この法案は、「ＧＭＯの安全性」ではな
く、「消費者の知る権利の保障」に論点が
置かれた点が、民主・共和両党の合意を得
ることができた要因であると言われてい
る。事実、同法案に対しては、ＧＭＯの安
全性が通常の食品と同等である旨が確認さ
れている一方で、情報公開を義務化するこ
とにより、消費者の知る権利が保障された
との評価がある。




